
いよいよマイナンバー制度が始まります
今年10月以降、全ての方にマイナンバーをお知らせします

マイナンバーとは？
　10月から、住民票を有する日本国内の全ての方
に通知される1人ひとり異なる12桁の番号のこと
です。

マイナンバーによる情報連携で、よりよい暮らしへ
　マイナンバーは、安心・安全な仕組みで各機関が分散管理する
個人情報をつなぐ役目を果たします。
　これによって国や地方公共団体などでの情報連携が可能にな
り、さまざまなメリットをもたらします。

国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請で、
書類の添付が減ります。

制度実施の
流れ

制
度
面

平成27年10月～ 平成28年1月～ 平成29年1月～ 平成29年7月～

民間事業者の方へ

10月から、1法人1つの法人番号（13桁）を指定し、登記上の所在地に
通知します。

（法人の支店・事業所などや個人事業者の方には指定されません。）

●源泉徴収票の作成手続
●健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
●証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金などの支払調書作成　など

詳しくは、コールセンターへ

熊本市マイナンバーコールセンター
【電話番号】096-370-7800（9月1日（火）～）

受付時間　平日／午前8時半～午後5時15分
お客様対応の品質向上のため、通話は録音します。

内閣官房マイナンバーコールセンター
【日本語窓口】0570-20-0178
【外国語窓口】0570-20-0291

受付時間　平日／午前9時半～午後5時半

平成28年1月以降、マイナンバーが
こんな場面で必要になります

マイナンバー制度は、安心・安全な仕組みです

マイナンバーをきちんと
受け取って活用するために

※東日本大震災被災者やDV等被害者などの止むを得ない理由により住民
票の住所に住んでいない方は、区政推進課   住民制度班（☎096-328-

　2031）または区役所区民課へご相談ください。

原則として、マイナンバーは住民票の世帯ごとにお送りします。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、住民票の異動
手続きをお願いします。

マイナンバーの通知は10月以降に簡易書留で届きます。
以下の3つが入っているか確かめましょう。

●法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管は禁止です。
●なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
●マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が

監視・監督します。
●法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
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●個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署というように分散し
て管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。

●行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
●システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。

行政の効率化
行政手続が、

正確で早くなります。
災害時の行政支援に
マイナンバーを活用。

公平・公正な社会の実現
適正・公平な課税を

実現します。
年金などの社会保障を、

確実に給付します。
作業のムダが
削減され、
手続が
スムーズに！

被災者台帳の作成
などにより、
迅速な支援を
実現！

所得把握の
正確性が
向上！

支払い・
不正受給を
解決！事前の

書類取得の
必要なし！

個人情報の
漏えい対策は大丈夫？

他人にマイナンバーを使われて
“なりすまし”被害にあったら
どうしよう…

国に個人情報を
なんでも一元管理
されてしまうのでは？

プライバシーは
きちんと守られるの？

・社会保障・税・災害対策の手続で、
マイナンバーの利用が開始

・申請により、個人番号カードを交付

国の行政機関の間で、
情報連携を開始

地方公共団体なども含め
た、情報連携を開始

マイナンバーの通知を　
住民票の住所へ送付開始

社会保障関係の    
手続

年金の資格取得や     
確認、給付

雇用保険の資格取得
や確認・給付

ハローワークの事務

医療保険の              
給付の請求

福祉分野の              
給付、生活保護

など

税務関係の手続

都道府県・市町村に  
提出する申告書、     
給与支払報告書      

などに記載

税務署に提出する    
確定申告書、届出書、
法定調書などに記載

災害対策

被災者台帳の         
作成事務

被災者生活再建
支援金の給付

防災・災害対策に     
関する事務

（社会保障・税番号制度推進室　☎096-328-2067）

● 区役所の各課の電話番号は、22～26ページをご覧ください。

※大切に保管してください。□ マイナンバーの「通知カード」
□ 「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
□ 説明書

知っておきたいこと②　簡易書留の中身を確認しましょう

知っておきたいこと①　住所確認

法人には法人番号を通知します。

平成28年1月以降、税や社会保障の手続で法定調書に
従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）へ。

など など

高良さん●今回熊本市の県外向けパンフレットに協力させていただきました。最初
にこの話をいただいたとき、自分はこんなことにもチャレンジさせてもらえるん
だとすごく嬉しかったです。今回のパンフレットは、絶対熊本市に興味持ってもら
えるものになったと思います。実際にその場所に行きたくなると思うんです。

市長●これだけの自然と夕日があって、さらに高良さんが一緒に写ってもらうこと
で、色々な人が関心を持つと思う。自画自賛じゃないですけど、熊本を再発見する
面白い試みだなと思ってます。

高良さん●パンフレットに載ってる「場所」は、どこもすごく素敵だと思うんです。本
当に熊本市は住めば住むほど絶対に良いまち、絶対に好きになるまちだと思い
ます。

市長●わたしも同じ熊本市で生まれ育った人間として共感します。このパンフレッ
トで熊本の本物の魅力を知ってもらいたいですね。

高良さん●自分の生まれは市内ですが、子どもの頃は親の転勤で九州内を転々と
してました。中学2年生で市内に戻ってきたのですが、やはり熊本が住みやすく、
好きで、忘れられない。それは絶対的な熊本の魅力なのだと思います。県外に出
たからこそ、わかります。帰ってくればくるほど好きになりますね、熊本は。

市長●嬉しいですね、わたしも同感です。高良さんが俳優として活躍する様子を、熊
本で育った環境がいろいろな面で生かされてると思いながら見ると、さらに親
近感を持てるんじゃないでしょうか。熊本はこういう人を生む土地柄なんだって
いうね。熊本のいいところって何だと思います？

高良さん●皆が無意識に人のつながりを大切にしているところですね。無意識に
「それが普通でしょ」という感じで接してくれる。自分も熊本に住んでいた頃は普
通だと思ってましたが、県外に出て、熊本独自のものだと気づきました。

市長●確かにそれはありますね。わたしも大学から20代後半まで県外に出ていま
した。県外で生活していると、熊本の人のつながりの深さはものすごく大事だと
改めて思いました。熊本にいるときは何にも感じていなかったんですけどね。こ
のつながりは市内で生まれ育った人だけではなく、市外から転勤で熊本に来て、
同じ空間で過ごした人にもその意識が芽生える気がしますね。
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今回は、市内出身の俳優　高良 健吾さんと語りました。

拡大版

県外向けパンフレット撮影

県外から見た熊本市

高良さん●市内だけではなく、近隣市町村も考えると熊本市の魅力は更に高まる
と思います。特に僕は阿蘇が大きいと思う。市内から車で1時間程度で行けて、温
泉に入って自然と触れ合える場所がある。そんな場所に日帰りで行けるという
点も魅力だと思うんです。熊本市は市としての魅力がすごくありますので「熊本
県」で考えるともっと魅力が広がると思います。

市長●熊本をもっと広くとらえると、価値が何倍にも広がりますよね。わたしは近
隣市町村とも繋がりを強くしていきたいと思うんです。現在熊本市では「連携中枢
都市圏構想」というのを進めてるんですよ。例えば、阿蘇の資源を市内の人が使
い、市内の資源を阿蘇の人が使うというような取り組みです。お互いの繋がりを
とにかく深めていけば、「過疎化」や「人口減少」は和らげることができると思う。

高良さん●僕の祖父の家が阿蘇の白水村にあるのでよく行ってました。それで思う
のですが、周辺地域の魅力があるからこそ、市内に住むことの魅力がある。逆に
熊本市がなかったら、それでは面白くない。両方あるからとても良いですよね。
お互いの魅力を高めあっていると思います。

市長●それぞれの地域の良さや、逆に欠点もありますよね。あらゆるものが繋がっ
て熊本も、日本も構成されています。皆が自分が生活している地域を高めていっ
てお互いを補い合うことで良い熊本ができるとわたしは思います。

近隣市町村とのつながり
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本市の
マイナンバー
制度の問合せ

法制度、国税、
法人関係の

問合せ

KENGO KORA
×

KUMAMOTO
パンフレット

検 索くまもと　悠久詳しくはこちらへ
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